
角田市男女共同参画計画（第２次）の計画期間延長について 

 

１．角田市男女共同参画計画（第 2次） 

（１）計画の内容 

   社会のあらゆる分野において、男女共同参画を推進していくために、市が行う事業について、男女

共同参画の視点に配慮することを推進します。また、市民、事業者及び NPO 等各種団体の理解と協

力を得るとともに、家庭、職場、地域等における市民及び事業者の自主的な活動及び男女共同参画社

会の実現に向けた取組への積極的な参加を働きかけます。 

（２）計画の期間 

   2019 年度（令和元年度）から 2025 年度（令和７年度）までの７年間 

 

２．計画期間延長の理由 

   令和８年度を始期とする国の「第６次男女共同参画基本計画」及び宮城県の「（第５次）宮城県男

女共同参画基本計画」、の内容を踏まえたうえで、「角田市男女共同参画計画（第３次）」を策定する

ため。 

   本市の最上位計画である「角田市第６次長期総合計画後期基本計画（後期計画）」と始期を合わせ

ることで、施策の進捗を促進するもの。 

 

３．延長による取り扱い 

   計画期間について、「2019 年度から 2025 年度までの７年間」を「2019 年度から 2026 年度までの

８年間」に読み替えます。 

   なお、計画に掲げる男女共同参画の指標については、現在設定されている目標値の達成に向けた

取組を継続します。 
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